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介護報酬改定に伴う軽費老人ホームの生活費上限額の改定について（通知） 

 

 

 軽費老人ホームの利用料等のうち生活費（食材料費及び共用部分の光熱水費に限る。）

については、令和６年７月５日付け高第３６０号「介護報酬改定に伴う軽費老人ホームの

生活費上限額の改定について（通知）」により当県における上限額を改定通知したところ

です。 

 この度、令和８年８月から介護報酬改定で基準費用額（食費）が１日あたり１００円引

き上げられることを踏まえ、当県における一人当たりの額の上限額を別紙のとおり改定し

ますので通知します。 

 つきましては、各施設において別紙上限額の範囲内で適切に月額を設定していただきま

すようお願いいたします。 
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別紙 

 

【上限額の適用時期】 

 令和８年８月１日以降の利用に係る分から適用する。 

 

【上限額の積算方法】 

 改定後の月額 ＝ 改定前の月額＋（１００円×３０．４日） 

 

【軽費老人ホーム（ケアハウス）の生活費上限額（月額）】 

地域 一人当たりの額 
地区別冬季加算額（Ｖ区） 

（11月から 3月まで） 

 

 

甲地 

乙地 

【改定前】 

円 

４８，７６７ 

４６，３３６ 

【改定後】 

円 

５１，８０７ 

４９，３７６ 

 

    円 

２，７１２ 

２，２８３ 

※各施設において上限額の範囲内で適切に月額を設定すること。 


